
獣 畜
（牛、馬、豚、

めん羊、山羊）

獣畜と野獣肉等の流れとエゾシカ衛生処理マニュアル

と畜場法 食品衛生法

○食用目的で、

獣畜をとさつ、

解体

○と畜検査実施

○と畜場の許可

☆施設基準

☆施設管理基準

☆衛生処理基準

と畜場

野獣肉
（シカ、クマ等）

獣畜以外の

飼育動物
（ダチョウなど）

消
費
者

※「とさつ、解体」には、放血、

剥皮、内臓摘出が、含まれる

○生肉（骨及び

臓器を含む)を

販売する営業

○｢食肉販売業」

の許可

☆施設基準

☆管理運営基準

食肉販売店

○解体された肉、

内臓等を分割、

細切りする営業

○食用目的で、獣

畜以外（シカ、

クマ等）をとさ

つ、解体

○「食肉処理業」

の許可

☆施設基準

☆管理運営基準

食肉処理場

■家畜伝染病予防法

■飼料安全法 等

エゾシカ衛生処理マニュアル
標準作業手順や

記録方法について

具体的に例示。
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